
 

広島県大気汚染緊急時措置要領新旧対照表 
 

 

 改正後  

 

附則 この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

 

別表第３－１ 

情報の発令・解除時の通報経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電話 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 現 行  

 

 

 

別表第３－１ 

情報の発令・解除時の通報経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ば い 煙 等 排 出 者 

関 係 市 町 

県厚生環境事務所 
環 境 管 理 課 
(支所衛生環境課 ) 

県 警 察 本 部 
生 活 環 境 課 

県環境保全課 

関 係 県 

ＦＡＸ 

※１ 土曜日、日曜日、祝日においては、関係市町及び厚生環境事務所環境管理課（支所衛

生環境課）担当者へメールにより発令情報を通知する。 

※２ オキシダントの場合は、発令翌日の情報提供とする。硫黄酸化物の場合は、情報提供

は行わない。 

※３ 土曜日、日曜日、祝日においては、その年度の最初の発令日を除き県政記者クラブへ

の資料提供は行わない。 

※３ 

ＦＡＸ 

※２ 

県 保 健 所 ( 支 所 ) 
保 健 課 
（支所厚生保健課） 

知事 

県 広 報 課 

県 政 記 者 ク ラ ブ 報 道 機 関 
資料提供 

メール 

※１ 

広島大学財務・総務室 

メール 

ば い 煙 等 排 出 者 

関 係 市 町 

県厚生環境事務所 
環 境 管 理 課 
(支所衛生環境課 ) 

県 警 察 本 部 
生 活 環 境 課 

広 島 地 方 気 象 台 

県環境保全課 

関 係 県 

県 広 報 課 

県 政 記 者 ク ラ ブ 報 道 機 関 

ＦＡＸ 

※１ 土曜日、日曜日、祝日においては、関係市町及び厚生環境事務所環境管理課（支所衛

生環境課）担当者へメールにより発令情報を通知する。 

※２ オキシダントの場合は、発令翌日の情報提供とする。硫黄酸化物の場合は、情報提供

は行わない。 

※３ 土曜日、日曜日、祝日においては、その年度の最初の発令日を除き県政記者クラブへ

の資料提供は行わない。 

※３ 

ＦＡＸ 

※２ 

電話 

県 保 健 所 ( 支 所 ) 
保 健 課 
（支所厚生保健課） 

知事 

資料提供 

メール 

※１ 

広島大学財務・総務室 
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別表第３－２ 

注意報・警報の発令・解除時の通報経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現 行  

別表第３－２ 

注意報・警報の発令・解除時の通報経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ば い 煙 等 排 出 者 

関 係 市 町 

県厚生環境事務所 
環 境 管 理 課 
(支所衛生環境課 ) 

交通管制センター 

広島大学附属学校園 

住 民 

市 町 立 幼 稚 園 
市 町 立 学 校 

関 係 県 

福 祉 施 設 
保 育 施 設 等 

警 察 署 

※１ 平日・休日に関わらず、関係市町、厚生環境事務所環境管理課（支所衛生環境課）担当者、庁内関係
各課担当者へメールにより発令情報を通知する。 

※２ 硫黄酸化物の注意報・警報発令時、※２の機関への通報は行わない。 

※３ 警報発令時、自動車排出ガスに起因すると認めるときは環境県民局長から県公安委員会へ要請を行う。 

 

この他、県危機管理課に対して発令状況に係る情報提供を行う。 

※
１ 

ＦＡＸ 

ＦＡＸ 

メール 

メール 

※２ 

※２ 

県 公 安 委 員 会 
※３ 

※２ 

電話 

県保健所（支所） 
保 健 課 
(支所厚生保健課 ) 

知事 

※２ 

県農林水産事務所（農林事業所） 

県健康づくり推進課 

県教育委員会事務局 
豊かな心と身体育成課 

県農林水産総務課 

県医療介護基盤課 

県 学 事 課 私 立 学 校 

医 療 機 関 

県 立 学 校 

県 立 広 島 大 学 ・ 叡 啓 大 学 
 

県 医 師 会 地区医師会 

※２ 

※２ 

※２ 

県 教 育 事 務 所 

※２ 

広島大学財務・総務室 

県 環 境 保 全 課 

県 警 察 本 部 
生 活 環 境 課 

 

県 広 報 課 

県 政 記 者 ク ラ ブ 報 道 機 関 
資料提供 

県 高 等 教 育 担 当 
※２ 

メール 

ば い 煙 等 排 出 者 

関 係 市 町 

県厚生環境事務所 
環 境 管 理 課 
(支所衛生環境課 ) 

広 島 地 方 気 象 台 

交通管制センター 

広島大学附属学校園 

住 民 

市 町 立 幼 稚 園 
市 町 立 学 校 

関 係 県 

福 祉 施 設 
保 育 施 設 等 

警 察 署 

※１ 平日・休日に関わらず、関係市町、厚生環境事務所環境管理課（支所衛生環境課）担当者、庁内関係
各課担当者へメールにより発令情報を通知する。 

※２ 硫黄酸化物の注意報・警報発令時、※２の機関への通報は行わない。 

※３ 警報発令時、自動車排出ガスに起因すると認めるときは環境県民局長から県公安委員会へ要請を行う。 

 

この他、県危機管理課に対して発令状況に係る情報提供を行う。 

※
１ 

ＦＡＸ 

ＦＡＸ 

メール 

メール 

※２ 

※２ 

県 公 安 委 員 会 
※３ 

※２ 

電話 

県保健所（支所） 
保 健 課 
(支所厚生保健課 ) 

知事 

※２ 

県農林水産事務所（農林事業所） 

県健康づくり推進課 

県教育委員会事務局 
豊かな心と身体育成課 

県農林水産総務課 

県医療介護基盤課 

県 学 事 課 私 立 学 校 

医 療 機 関 

県 立 学 校 

県 立 広 島 大 学 ・ 叡 啓 大 学 
 

県 医 師 会 地区医師会 

※２ 

※２ 

※２ 

県 教 育 事 務 所 

※２ 

広島大学財務・総務室 

県 環 境 保 全 課 

県 警 察 本 部 
生 活 環 境 課 

 

報 道 機 関 
資料提供 

県 高 等 教 育 担 当 
※２ 

県 広 報 課 

県 政 記 者 ク ラ ブ 
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別表第５ オキシダント注意報、警報発令時の県民への周知事項 

 

 

１ 目、のどに刺激を感じた者は、洗眼、うがい等を行うとともに必要に

応じ医師の診断を受け、最寄りの県保健所（支所）保健課又は市町役場

に連絡すること。 

 

２ できるだけ外出しないようにすること。（特に呼吸器系疾病患者等） 

 

３ 学校、幼稚園、保育所においては、状況に応じ屋外運動を中止するこ

と。 

 

４ 自動車を使用する者は、不要・不急の自動車の運行を差し控えるよう

にすること。 

 

５ 植物又は家畜に異常を認めた者は、最寄りの市町役場に連絡するこ

と。 

 
 

 現 行  

 

別表第５ オキシダント注意報、警報発令時の県民への周知事項 

 

 

１ 目、のどに刺激を感じた者は、洗眼、うがい等を行う

とともに必要に応じ医師の診断を受け、最寄りの県厚生

環境事務所（支所を含む）又は市町役場に連絡するこ

と。 

 

２ できるだけ外出しないようにすること。（特に呼吸器系

疾病患者等） 

 

３ 学校、幼稚園、保育所においては、状況に応じ屋外運

動を中止すること。 

 

４ 自動車を使用する者は、不要・不急の自動車の運行を

差し控えるようにすること。 

 

５ 植物又は家畜に異常を認めた者は、最寄りの市町役場

に連絡すること。 

 
 

 


